
 

 

 

１．さがみ縦貫道路の整備促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．エネルギー・環境関連企業の誘致 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．水源環境の保全と再生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．県総合リハビリテーションセンターの再整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主主主 ななな 事事事 業業業 

 さがみ縦貫道路は、2010年２月に東名高速
道路と接続する海老名ジャンクションから海
老名インターチェンジの1.9ｋｍが完成し、交
通の利便性が向上するなどその効果が発揮さ
れており、引き続き、全線の開通に大きな期
待が寄せられています。 
そこで、国への働きかけなどにより、早期

完成に向けた取組みを進め、交通の利便性の
向上や県の南北方向の交流連携強化による新
たな産業活力の創出につなげていきます。 

 県央地域は、幹線道路や鉄道路線が集

中する交通の要衝地域として発展し、さ

がみ縦貫道路の整備も進んでいます。 

こうした交通ネットワークを生かし、

再生可能エネルギーの普及にあわせてエ

ネルギー・環境関連企業の誘致、新たな

企業の創出や既存企業の参入促進などの

集積促進に取り組みます。 

 水源の森林エリア（ダム水源などを保

全する上で重要な県内の森林の区域）で

は、森林の荒廃や上流域における生活排

水対策の遅れなどがみられることから、

個人県民税の超過課税（水源環境保全

税）などを活用した私有林の公的管理や

支援などを行い、水源かん養機能の高い

森林としての保全・再生を図り、良質な

水の安定的確保につなげていきます。 

 県総合リハビリテーションセンター

は、民間病院では受入れ困難な脊髄障害

や高次脳機能障害の患者などへの対応、

リハビリテーションの県の拠点施設とし

ての役割が求められていることなどを踏

まえて再整備（2016年度開業予定）を行

い、県立施設として高い専門性を持った

医療・福祉サービスを提供するとともに

地域における支援機能の強化を図ってい

きます。 
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湘湘湘南南南地地地域域域圏圏圏                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘南地域は、海岸や丹沢大山などの自然に恵まれ、文化 

の薫り高く、商・工・農・住・学・遊など多様な活動が展 

開される活力に富む地域です。 

 そこで、豊かな自然や、この地域で育まれた文化の保全 

や活用を図るとともに、交通ネットワークの整備とあわせ 

た都市機能の向上や産業拠点の整備・再生を進め、環境と 

共生し、豊かで活力にあふれた地域づくりをめざして、鉄 

道網の整備促進、地域の特性を生かした産業の振興、津波 

や治水などの防災対策の推進、砂浜の回復と保全などに取 

り組みます。 

施施施策策策体体体系系系表表表   

平塚、藤沢、茅ヶ崎、秦野、伊勢原の各市域、 

寒川、大磯、二宮の各町域、及びその周辺地域 

大柱

１ 710 鉄道網の整備促進
・相鉄いずみ野線延伸の検討
・村岡・深沢地区まちづくりの検討

712 自動車専用道路網の整備
・さがみ縦貫道路、新東名高速道路、厚木秦野道路
　（国道246号バイパス）、新湘南バイパス（Ⅱ期）、

　横浜湘南道路の整備促進

713 インターチェンジ接続道路の整備
・（都）藤沢大磯線、県道603号（上粕屋厚木）の整備

714 交流幹線道路網の整備
・（都）湘南新道、県道22号（横浜伊勢原）（用田バイ
　パス）、国道134号４車線化、県道611号（大山板戸）
　（大山バイパス）などの整備

715 地域分断・交通のボトルネックの解消
・吾妻橋（県道63号（相模原大磯））の整備

707 都市公園などの整備
・県立都市公園などの整備（境川遊水地公園、秦野戸川
　公園、大磯城山公園（旧吉田茂邸）、いせはら塔の山
　緑地公園、茅ケ崎里山公園、湘南海岸公園、辻堂海浜
　公園）

734 水の恵みを活かした豊かな地域づくりの推進

735 相模湾沿岸の地域資源を生かした魅力ある地域づくり

736 みなとまちづくりの推進
・湘南港、大磯港の再整備

737 地域資源を活用したにぎわい拠点づくりの推進
・湘南江の島の魅力アップ（湘南港ヨットハウスの再整備など）
・歴史的観光地大山の魅力再発見（宝城坊（日向薬師）の
　整備・活用など）

738 地域課題の解決と魅力ある地域づくりの推進

241 交通安全施設などの整備
・交差点改良（県道45号（丸子中山茅ヶ崎）、県道611号
　（大山板戸）など）

702 環境への負荷を軽減するまちづくり

704 道路施設の適正な維持管理
・橋りょうの修繕・補強（県道71号（秦野二宮）
　こゆるぎ橋）
・舗装の補修（県道43号（藤沢厚木）など）

716 うるおいのあるみち空間の形成
・街路樹の整備（国道129号など）
・歩道の整備（県道404号（遠藤茅ヶ崎）など）
・電線の地中化（県道61号（平塚伊勢原）など）

719 下水道整備の推進
・相模川流域下水道の整備（左岸処理場、右岸処理場）

720 下水道施設・資源の有効活用

721 計画的な宅地供給の促進
・藤沢市北部第二（三地区）土地区画整理

722 既成市街地の再整備による都市機能の更新

725 的確な公的住宅の整備、管理
・県営亀井野団地の整備

730 相模連携軸整備の推進
・東海道新幹線新駅の設置、ツインシティの整備
・ＪＲ相模線複線化等の促進

(3) 都市拠点の整備と環境と
共生するまちづくり

策施要主柱小

多様な交流を促進し、
自然や歴史などの
資源を生かした
地域づくり

(1) 広域的な連携を強化する
交通ネットワークの整備

(2) 地域資源を生かした
魅力ある地域づくり
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大柱

２ 301 産学公連携による技術の高度化支援

302 神奈川R&Dネットワーク構想の推進

308 経営革新への支援

309 企業誘致の促進

314 伝統的工芸品など地域産業の振興

315 魅力ある観光地の形成

332 企業や求職者のニーズに応じた人材育成
・西部総合職業技術校の整備

319 地産地消と食育の推進

322 生産基盤の整備の推進
・ほ場の整備（大田地区など）
・農業用水路の整備（筒川地区、大城地区、三廻部地区、
　相模川左岸湘南地区）

323 農地の有効利用の促進

325 未利用資源の有効活用の促進

326 県産木材の有効活用の促進

３ (1) 津波対策の推進 201 津波避難施設などの整備・確保

212 津波避難情報の提供・伝達の充実
・道路情報板の設置（国道134号など）

202 治水対策の推進
・相模川の整備
・護岸の整備（室川、金目川など）
・遊水地の整備（境川、引地川）

203 海岸保全施設などの整備

204 土砂災害防止施設などの整備
・砂防施設の整備（東沢など）
・道路法面の防災対策（県道70号（秦野清川）など）

205 水辺施設の保全の推進

209 緊急輸送道路などの整備
・橋りょうの耐震補強（県道62号（平塚秦野）室川橋など）

213 災害時の情報収集・提供体制の充実

223 放射能測定調査体制の強化

４ 120 水源の森林づくりの推進

123 丹沢大山の自然再生と活用

125 里地里山の保全と活用
・里地里山の保全（土沢地区、石川丸山谷戸地区、
　名古木地区、菩提、堀西地区、蓑毛地区）

126 野生鳥獣の保護管理の推進

川や海の保全・再生の推進 117 水環境保全対策の推進
・農業集落排水施設の整備（土屋地区、吉沢地区）

705 ひとや自然にやさしい水辺づくり
・多自然護岸の整備（境川、小出川、金目川など）

706 みどりを保全・活用するまちづくり
・湘南海岸砂防林保護育成（藤沢～大磯）

708 砂浜の回復と保全
・砂浜の回復と保全（藤沢海岸、茅ヶ崎海岸、平塚海岸、
　大磯海岸、二宮海岸）

709 相模川・酒匂川の総合土砂管理

247 海水浴場のたばこ対策の推進

506 児童虐待への総合的な対応
・平塚児童相談所（仮称）の整備

507 社会的養護のもとに育つ子どもたちへの支援
・児童自立支援拠点の整備

小柱 主要施策

(1) 地域産業の活性化と
産業活力の向上

(2)

その他の主な取組み

河川・海岸やがけなどの
防災対策の推進

湘南の豊かな自然の
保全と再生の推進

(1) 生物多様性に配慮した
自然環境の保全と活用

(2)

地震や豪雨などの
自然災害に備えた
安全・安心の確保

(2)

地域に根づいた農林
水産業の振興

新たな産業集積の
促進と地域の魅力を
生かした産業の振興
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１．県道22号（横浜伊勢原）（用田バイパス）の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ツインシティの整備と東海道新幹線新駅の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．西部総合職業技術校の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．丹沢大山の自然再生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主主主 ななな 事事事 業業業 

 湘南地域の内陸部においては、東西方向
の幹線道路が少なく、幅員も狭いことか
ら、朝夕の交通渋滞も著しく、社会経済活
動に支障をきたしています。 
 そこで、県道22号については、現在の道
路に並行して、４車線道路を整備して、渋
滞解消を図るとともに、歩行者・自転車の
安全を確保し、利便性が高く快適な道路網
の形成を進めます。 

再生可能エネルギーの導入など、環境

共生モデル都市ツインシティを整備する

ことで、魅力あるまちづくりを推進する

とともに、全国や首都圏との交流連携の

窓口となる東海道新幹線新駅を設置し、

地域全体の活性化を図ります。 

 企業の人材ニーズや求職者の訓練ニー

ズに的確に応えた職業能力開発を推進す

るため、県西部（秦野市）に大規模・総

合型の西部総合職業技術校を整備し、

2013年４月の開校後は、工業技術・建築

技術・社会サービスの各分野の職業訓練

を実施するほか、地域の小・中・高等学

校のキャリア教育支援にも取り組みま

す。 

 豊かな自然環境を有する丹沢大山では、

近年ニホンジカの高密度化などによる下層

植生の衰退や土壌流出などの影響により、

自然環境の劣化が続いています。 

そこで、ニホンジカの保護管理や土壌流

出対策、丹沢大山のブナ林が衰退する仕組

みの研究、登山道整備、ヤマビル対策、さ

らにはゴミ対策などを進めることで、丹沢

大山における自然の再生を図っていきま

す。 
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県県県西西西地地地域域域圏圏圏                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県西地域は、富士・箱根・伊豆に連なる豊かな自然を背 

景に、歴史や文化などの地域資源に恵まれ、一体的な生活 

圏を形成してきた地域です。 

 そこで、豊かな自然や歴史文化などの地域資源を生かし、 

国内外から来訪する多くの人々の多様なニーズに応えると 

ともに、地域の特性を生かした様々な生産活動が営まれ、 

職・住・遊が一体となって豊かなくらしを実感できる、活 

力と魅力あふれる地域づくりをめざして、富士箱根伊豆交 

流圏整備の推進、国際観光地箱根振興の推進、海岸保全施 

設の整備、里地里山の保全と活用などに取り組みます。 

施施施策策策体体体系系系表表表   

小田原、南足柄の各市域、中井､大井､松田､山北､開成､

箱根､真鶴､湯河原の各町域、及びその周辺地域 

大柱

１ (1) 圏域内外の広域的な
交流・連携の推進

732 富士箱根伊豆交流圏整備の推進

241 交通安全施設などの整備
・交差点改良（県道74号（小田原山北）など）

704 道路施設の適正な維持管理
・橋りょうの修繕・補強（国道135号早川橋）
・舗装の補修（県道74号（小田原山北）など）

712 自動車専用道路網の整備
・新東名高速道路の整備促進
・西湘バイパス延伸計画の促進

714 交流幹線道路網の整備
・国道１号（小田原箱根道路）、国道１号（函嶺洞門バイ
　パス）、国道135号（片浦拡幅）、小田原環状道路、
　（都）山北開成小田原線、（都）城山曽比線、
　（都）湯河原箱根仙石原線、県道709号（中井羽根尾）

　などの整備

715 地域分断・交通のボトルネックの解消
・酒匂川２号橋（県道711号（小田原松田））の整備

716 うるおいのあるみち空間の形成
・街路樹の整備（県道71号（秦野二宮）など）
・歩道の整備（県道711号（小田原松田）など）
・電線の地中化（国道255号など）

721 計画的な宅地供給の促進
・開成町南部地区土地区画整理

722 既成市街地の再整備による都市機能の更新

725 的確な公的住宅の整備、管理

736 みなとまちづくりの推進
・真鶴港の再整備
・真鶴港沖防波堤の整備

705 ひとや自然にやさしい水辺づくり
・親水護岸の整備（酒匂川、早川など）

719 下水道整備の推進
・酒匂川流域下水道の整備（左岸処理場、右岸処理場、
　箱根小田原幹線）

720 下水道施設・資源の有効活用

735 相模湾沿岸の地域資源を生かした魅力ある地域づくり

２ 301 産学公連携による技術の高度化支援

302 神奈川Ｒ＆Ｄネットワーク構想の推進

308 経営革新への支援

309 企業誘致の促進

314 伝統的工芸品など地域産業の振興

(1) 産業集積の促進地域資源を生かし
た観光振興と地域
に根づいた産業の
振興

小柱 主要施策

交流・連携の推進
とそれを支える
道路網などの整備

(3) 自然と都市が調和した
居住環境の整備

(2) 道路網などの基盤整備
と生活環境や生産基盤
の整備
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大柱

２ 315 魅力ある観光地の形成

707 都市公園などの整備
・県立都市公園などの整備（おだわら諏訪の原公園、
　恩賜箱根公園、山北つぶらの公園（仮称））

733 国際観光地箱根振興の推進

734 水の恵みを活かした豊かな地域づくりの推進

737 地域資源を活用したにぎわい拠点づくりの推進
・大涌谷の新たな魅力づくり（大涌谷園地再整備など）

738 地域課題の解決と魅力ある地域づくりの推進

319 地産地消と食育の推進

322 生産基盤の整備の推進
・山北地区農村総合整備
・農道の整備（広域農道小田原湯河原線、早川石橋地区、
　下怒田地区、中井地区、井ノ口東地区）
・農業用水路の整備（鬼柳地区、曽我谷津地区、
　曽我別所地区）
・林道の整備（八丁神縄林道、桧山林道、宮城野林道、
　玄倉林道）
・漁港の整備（小田原漁港、岩漁港）

323 農地の有効利用の促進

324 地域の農林水産業を生かした県民との交流の推進
・大野山乳牛育成牧場での交流推進

３ (1) 201 津波避難施設などの整備・確保

212 津波避難情報の提供・伝達の充実
・道路情報板の設置（国道135号など）

(2) 202 治水対策の推進
・護岸の整備（山王川、森戸川など）
・酒匂川の一体的な治水対策

203 海岸保全施設などの整備

204 土砂災害防止施設などの整備
・砂防施設の整備（寺沢、太刀洗川など）
・地すべり防止施設の整備（大涌沢、早雲山など）
・急傾斜地崩壊防止施設の整備（根府川Ｃ地区など）
・道路法面の防災対策（県道76号（山北藤野）など）

205 水辺施設の保全の推進

214 災害時広域応援体制の強化
・足柄上合同庁舎における後方応援用備蓄資機材等の整備

223 放射能測定調査体制の強化

(3) 209 緊急輸送道路などの整備
・橋りょうの耐震補強（県道709号（中井羽根尾）坂呂橋など）

213 災害時の情報収集・提供体制の充実

217 災害時の道路確保体制の強化
・備蓄資材基地の整備

211 地震や津波に関する観測・調査研究の推進

311 科学技術活動の活発な展開・人材の育成

４ 119 地域の特性を生かした多彩な森林づくり
・治山施設の整備（世附地区など）

120 水源の森林づくりの推進

121 水源環境保全・再生を支える取組みの推進

123 丹沢大山の自然再生と活用
・自然公園の整備と活用（丹沢大山国定公園、県立丹沢
　大山自然公園）

125 里地里山の保全と活用
・里地里山の保全（久野地区、大雄町五本松・原地区、
　矢倉沢地区）

708 砂浜の回復と保全
・砂浜の回復と保全（小田原海岸、湯河原海岸）

709 相模川・酒匂川の総合土砂管理
・酒匂川中下流域の堆積土砂の移動

(2) 良好な生活環境の保全 126 野生鳥獣の保護管理の推進

247 海水浴場のたばこ対策の推進その他の主な取組み

水源地域を支える
環境保全対策の
推進

(1) 豊かな自然環境の
保全・再生

地震などの自然災
害に備えた災害に
強いまちづくり

災害時の道路確保体制
の強化

(4) 神奈川県西部地震など
に備えた研究の推進

河川・海岸の防災対策
や土砂災害対策などの
推進

津波対策の推進

地域に根ざした農林
水産業の振興

(2) 豊かな地域資源を生か
した観光・産業の振興

(3)

地域資源を生かし
た観光振興と地域
に根づいた産業の
振興

小柱 主要施策
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１．酒匂川２号橋の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．都市公園の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．産業集積の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．｢箱根ジオパーク構想｣の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

主主主 ななな 事事事 業業業 

 酒匂川を渡る橋りょうは、地域の発展

に伴う交通量増加のため、慢性的な交通

渋滞が発生しており、周辺地域の産業活

動などに支障をきたしています。 

そこで、酒匂川２号橋を新たに整備す

ることにより、酒匂川による地域分断・

交通ボトルネックを解消し、交通利便性

の向上を図るとともに、県西地域におけ

る交流連携の強化や地域経済の活性化に

寄与します。 

  
 県西地域は、豊かな自然や地域に根ざ

した生活文化が織りなす四季折々の魅力

にあふれています。 

そこで、こうした魅力を体験し、災害

時には必要なオープンスペースとなるよ

う、おだわら諏訪の原公園や山北つぶら

の公園（仮称）などの整備を進め、観光

面などでの地域活性化や県民の安全・安

心などに寄与することをめざします。

 県内産業の活性化と雇用の創出をめざ

し、県内への企業誘致や既存企業の投資

を促進することにより、本県への産業集

積の促進に取り組んできました。 

 県西地域においても、工場・研究所な

ど、企業誘致の促進に取り組んでおり、

誘致した企業周辺地域では、道路整備な

ど地域活性化に寄与する取組みも進めら

れています。 

 箱根火山及びその周辺地域は、地質資

源をはじめ、歴史的、文化的、生態学的

資源など特色ある地域資源を数多く有す

る魅力をもった地域です。 

そこで、こうした資源を維持保全する

とともに、その価値を高め、観光や地域

振興などを図っていくことを目的とする

「箱根ジオパーク構想」を民間、団体、

行政が協働・連携して推進します。 
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先進性や発展性を持った重点施策を分野横断的にとりまとめ

たプロジェクトと、県の政策の全体像を総合的・包括的に示し

た主要施策との関係について、プロジェクトごとに、関連する

主な主要施策を整理しました。 
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関連する主な主要施策 
プロジェクト 

政策分野 主要施策 

Ⅰ 
エネルギー・
環境 

101 

102 

103 

108 

太陽光発電など再生可能エネルギー等の導入促進 

省エネルギー対策の推進 

蓄エネルギーの推進 

総合的な環境教育の推進 

Ⅲ 産業・労働 312 先導的な共同研究の推進と地域への成果展開 

１ 
かながわ 
スマートエネル
ギー構想の推進 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

702 環境への負荷を軽減するまちづくり 

Ⅰ 
エネルギー・
環境 

103 蓄エネルギーの推進 

２ 
エネルギー関連
産業の集積促進 

Ⅲ 産業・労働 

302 

306 

307 

308 

309 

310 

神奈川Ｒ＆Ｄネットワーク構想の推進 

ベンチャーなどの創出・育成 

ものづくり高度化への支援 

経営革新への支援 

企業誘致の促進 

県内企業の国際化支援と海外との経済交流の促進 

３ 
津波被害を軽減
する対策の強化 

Ⅱ 安全・安心 

201 

211 

212 

220 

津波避難施設などの整備・確保 
地震や津波に関する観測・調査研究の推進 
津波避難情報の提供・伝達の充実 
大規模災害後の復旧・復興対策の推進 

Ⅱ 安全・安心 

202 

203 

204 

206 

207 

208 

209 

210 

213 

214 

216 

219 

220 

221 

222 

223 

236 

治水対策の推進 

海岸保全施設などの整備 

土砂災害防止施設などの整備 

建築物の耐震化の推進 
石油コンビナートなどの防災対策の推進 

都市防災の推進 
緊急輸送道路などの整備 

災害に備えた県有施設などの機能強化 

災害時の情報収集・提供体制の充実 

災害時広域応援体制の強化 

災害救援ボランティア活動や県民の防災活動への支援 

帰宅困難者対策などの地震防災対策の推進 
大規模災害後の復旧・復興対策の推進 
災害時医療救護体制の整備 
被災地・被災者の支援 
放射能測定調査体制の強化 
警察施設・装備の整備 

Ⅲ 産業・労働 304 総合的な中小企業支援体制の整備 

Ⅴ 教育・子育て
530 

531 

安全で快適な教育環境の整備 
特別支援学校の整備 

Ⅵ 県民生活 602 外国籍県民のくらしやすい環境づくりの推進 

４ 
大規模災害など
に備える災害対
応力の強化 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

704 

708 

709 

736 

道路施設の適正な維持管理 
砂浜の回復と保全 
相模川・酒匂川の総合土砂管理 
みなとまちづくりの推進 
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関連する主な主要施策 
プロジェクト 

政策分野 主要施策 

５ 
犯罪や事故のな
い安全で安心な
まちづくり 

Ⅲ 安全・安心 

226 

228 

229 

230 

231 

233 

234 

235 

243

身近な犯罪の予防・検挙活動の推進 

犯罪から子ども・女性・高齢者を守る対策の強化 

犯罪のない安全・安心まちづくりの推進 

犯罪被害者等への支援 

複雑・多様化する犯罪への対応 

悪質重要犯罪対策の推進 

組織犯罪対策の推進 

科学的捜査の推進による検挙力の強化 

交通指導取締り及び捜査活動の推進 

Ⅲ 産業・労働 
323 

329 

農地の有効利用の促進 

中高年齢者の就業支援 

Ⅳ 健康・福祉 

401 

402 

403 

406 

411 

412 

413 

414 

435 

436

福祉コミュニティづくりを担う人材の育成・定着 

福祉サービスを安心して利用することができるしくみづくり

バリアフリーのまちづくりの推進 

医食農同源など病気にならない取組みの推進 

介護保険制度の円滑な運営と適切なサービスの提供

地域包括ケアの推進 

総合的な認知症対策の推進 

高齢者の健康・生きがいづくり 

保健・医療・福祉人材の確保・定着対策の充実 

保健・医療・福祉現任者教育の充実と専門性の向上

Ⅵ 県民生活 623 スポーツ活動の機会の提供 

６ 
高齢者が生き生
きとくらせる 
社会づくり 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

724 

727 

安全・安心に配慮した住まいづくり 

居住コミュニティの創出に向けた住まいづくり 

Ⅲ 産業・労働 
312 

319 

320 

先導的な共同研究の推進と地域への成果展開 

地産地消と食育の推進 

農林水産業の経営の高度化と安定化の促進 

７ 
県民が安心でき
る保健・医療体制
の整備 

Ⅳ 健康・福祉 

406 

407 

420 

421 

422 

424 

425 

426 

427 

434 

435 

436

医食農同源など病気にならない取組みの推進 

がんの早期発見体制の整備 

地域医療の充実と連携の推進 

医師の育成・確保・定着対策の推進 

総合的な救急医療体制の整備・充実 

医療安全対策・医療情報提供の推進 

県立病院の機能整備 

がん医療の充実及び患者・家族への支援の推進 

県立がんセンターの機能強化 

保健・医療・福祉人材の養成の充実 

保健・医療・福祉人材の確保・定着対策の充実 

保健・医療・福祉現任者教育の充実と専門性の向上

Ⅱ 安全・安心 248 消費者被害などの未然防止と救済 

Ⅲ 産業・労働 331 
安心して働ける労働環境の整備とワーク・ライフ・バランス

の推進 

Ⅳ 健康・福祉 
409 

423 

425 

こころの健康づくりの推進 

精神保健医療の充実 

県立病院の機能整備 

８ 
こころといのち
を守るしくみづ
くり 

Ⅴ 教育・子育て 521 ひきこもりなど自立に困難を抱える子ども・若者への支援
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関連する主な主要施策 
プロジェクト 

政策分野 主要施策 

Ⅳ 健康・福祉 

401 

402 

403 

409 

415 

416 

417 

419 

 

436

福祉コミュニティづくりを担う人材の育成・定着 

福祉サービスを安心して利用することができるしくみづくり 

バリアフリーのまちづくりの推進 

こころの健康づくりの推進 

「すまい」の確保と福祉・医療サービスの充実 

社会参加や就労の支援 

相談支援体制の充実 

神奈川県総合リハビリテーションセンターの再整備

及び地域支援機能の強化 

保健・医療・福祉現任者教育の充実と専門性の向上

９ 
障害者の地域生
活を支える 
しくみづくり 

Ⅴ 教育・子育て 507 社会的養護のもとに育つ子どもたちへの支援 

Ⅲ 産業・労働 331
安心して働ける労働環境の整備とワーク・ライフ・

バランスの推進 

Ⅴ 教育・子育て
501

502

503

地域、事業者、NPO、行政の連携による子育て支援 

待機児童対策の推進 

多様な保育サービスの充実 10 

男女がお互いを
尊重しともに活
躍できる社会づ
くり 

Ⅵ 県民生活 

610

611

612

613

614

政策・方針決定過程への女性の参画などの促進 

様々な分野における女性の活躍の支援 

男女共同参画に向けた就業環境の整備 

異性からの暴力の防止と人権の尊重 

男女共同参画社会づくりに向けた意識啓発 

11 
多文化共生の 
地域社会づくり 

Ⅵ 県民生活 
601

602

603

多文化理解の推進 

外国籍県民のくらしやすい環境づくりの推進 

地域からの国際交流・協力の推進 

Ⅳ 健康・福祉 414 高齢者の健康・生きがいづくり 

Ⅴ 教育・子育て 516 学校の部活動の活性化 

Ⅵ 県民生活 

603

619

623

624

625

626

627

地域からの国際交流・協力の推進 

文化芸術人材の育成 

スポーツ活動の機会の提供 

子どもの遊び・スポーツ活動の推進 

スポーツ活動を支えるしくみづくり 

競技力向上のためのしくみづくり 

スポーツ活動の多様な場づくり 

12 
健康で豊かな 
人生を築く 
スポーツ振興 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

707 都市公園などの整備 

Ⅳ 健康・福祉 
410

421

422

母子保健の推進 

医師の育成・確保・定着対策の推進 

総合的な救急医療体制の整備・充実 

Ⅴ 教育・子育て

501

502

503

504

地域、事業者、NPO、行政の連携による子育て支援 

待機児童対策の推進 

多様な保育サービスの充実 

子どもの放課後などにおける育ちの場の提供 

13 
子ども・子育て 
応援社会の推進 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

724

727

安全・安心に配慮した住まいづくり 

居住コミュニティの創出に向けた住まいづくり 

14 
子どもの安心の
ための総合的な
支援 

Ⅴ 教育・子育て

505

506

507

521

522

523

 

子どもの自立と機会の平等の推進 

児童虐待への総合的な対応 

社会的養護のもとに育つ子どもたちへの支援 

ひきこもりなど自立に困難を抱える子ども・若者への支援

いじめ・暴力行為対策の推進と不登校への対応 

いじめ・暴力行為などの防止に向けた「魅力ある学校づくり」の

推進 
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関連する主な主要施策 
プロジェクト 

政策分野 主要施策 

Ⅲ 産業・労働 
311

332

科学技術活動の活発な展開・人材の育成 

企業や個人のニーズに応じた人材育成 

15 
明日のかながわ
を担う人づくり 

Ⅴ 教育・子育て

513

515

526

527

528

530

531

533

537

確かな学力向上の推進 

生き方や社会を学ぶ教育の充実 

個が生きる多様な教育の提供と新たな教育ニーズや課題への対応 

高校の魅力と教育力向上の推進 

多様で優秀な教職員の確保と指導力の高い教職員の育成 

安全で快適な教育環境の整備 

特別支援学校の整備 

公立高校と私立高校による協調事業の推進 

これからの社会に応じた専門教育の推進 

Ⅱ 安全・安心 204 土砂災害防止施設などの整備 

Ⅵ 県民生活 621 文化遺産の保存と活用 

16 
地域資源を活用
したにぎわい拠
点づくり Ⅶ 

県土・まちづ
くり 

707

714

733

736

737

都市公園などの整備 

交流幹線道路網の整備 

国際観光地箱根振興の推進 

みなとまちづくりの推進 

地域資源を活用したにぎわい拠点づくりの推進 

Ⅲ 産業・労働 

313 

315 

316 

317

まちのにぎわいを創出する商業・商店街の振興 

魅力ある観光地の形成 

外国人観光客の誘客促進 

観光関連産業の成長促進 
17 

行ってみたい 
神奈川の観光 
魅力づくり 

Ⅵ 県民生活 622 「武家の古都・鎌倉」の世界遺産登録の推進と魅力発信

18 
文化芸術による
心豊かな神奈川
づくり 

Ⅵ 県民生活 

617 
618 
619 
620 
621 

県民の文化芸術活動に対する支援 
文化芸術の創造・発信と鑑賞機会の充実 
文化芸術人材の育成 
伝統的な文化芸術の振興 
文化遺産の保存と活用 

19 
ＮＰＯの自立的
活動と協働の 
推進 

Ⅵ 県民生活 615 
ボランタリー活動の充実に向けた支援と多様な主体

による新たな協働の推進 

Ⅰ 
エネルギー・
環境 

117 

120 

121 

122 

124 

水環境保全対策の推進 

水源の森林づくりの推進 

水源環境保全・再生を支える取組みの推進 

水源地域の水環境の保全 

都市のみどりの保全と活用 

Ⅲ 産業・労働 317 観光関連産業の成長促進 
20 

「水のさと かな
がわ」づくり 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

705 

707 

734

ひとや自然にやさしい水辺づくり 

都市公園などの整備 

水の恵みを活かした豊かな地域づくりの推進 

Ⅰ 
エネルギー・
環境 

123 

124 

125

丹沢大山の自然再生と活用 

都市のみどりの保全と活用 

里地里山の保全と活用 21 
神奈川の自然環
境の保全と活用 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

706 

707

みどりを保全・活用するまちづくり 

都市公園などの整備 

Ⅰ 
エネルギー・
環境 

102

104

105

107

108

111

112

省エネルギー対策の推進 

地球温暖化対策計画の推進 

電気自動車（ＥＶ）普及などによる低炭素型社会づくり

環境に配慮した活動の促進 

総合的な環境教育の推進 

資源循環の推進 

適正処理の推進 

22 
持続可能な 
環境配慮型社会
づくり 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

702 環境への負荷を軽減するまちづくり 
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関連する主な主要施策 
プロジェクト 

政策分野 主要施策 

23 
競争力の高い 
産業の創出・育成

Ⅲ 産業・労働 

302

303

306

307

308

309

310

311

312

神奈川Ｒ＆Ｄネットワーク構想の推進 

京浜臨海部における産業の活性化 

ベンチャーなどの創出・育成 

ものづくり高度化への支援 

経営革新への支援 

企業誘致の促進 

県内企業の国際化支援と海外との経済交流の促進 

科学技術活動の活発な展開・人材の育成 

先導的な共同研究の推進と地域への成果展開 

Ⅲ 産業・労働 

311

328

329

330

331

332

科学技術活動の活発な展開・人材の育成 

若年者の就業支援 

中高年齢者の就業支援 

障害者の就業支援 

安心して働ける労働環境の整備とワーク・ライフ・バランスの推進

企業や求職者のニーズに応じた人材育成 

Ⅴ 教育・子育て 537 これからの社会に応じた専門教育の推進 

24 

 
産業人材の育成
と就業支援の 
充実 

Ⅵ 県民生活 611 様々な分野における女性の活躍の支援 

Ⅲ 産業・労働 

303 

309 

310 

316

京浜臨海部における産業の活性化 

企業誘致の促進 

県内企業の国際化支援と海外との経済交流の促進 

外国人観光客の誘客促進 

Ⅵ 県民生活 
603 

604 

605 

地域からの国際交流・協力の推進 

県民などの国際活動支援と学術・文化交流の推進 

湘南国際村を拠点とした国際交流の推進 

25 
神奈川を世界に
アピールする 
国際戦略 

Ⅶ 
県土・まちづ
くり 

728 国際競争力の強化に向けた空港政策の充実 

26 
神奈川の特色を
生かした農林水
産業の展開 

Ⅲ 産業・労働 

304 

319 

320 

321 

323 

326 

総合的な中小企業支援体制の整備 

地産地消と食育の推進 

農林水産業の経営の高度化と安定化の促進 

多様な担い手の育成・確保 

農地の有効利用の促進 

県産木材の有効活用の促進 

Ⅲ 産業・労働 313 まちのにぎわいを創出する商業・商店街の振興 

Ⅳ 健康・福祉 403 バリアフリーのまちづくりの推進 

27 

活力と魅力あふ
れるまちづくり
と交通ネットワ
ークの充実 Ⅶ 

県土・まちづ
くり 

702 

707 

710 

712 

713 

714 

715 

717 

728 

729 

730

733

736

環境への負荷を軽減するまちづくり 

都市公園などの整備 

鉄道網の整備促進 

自動車専用道路網の整備 

インターチェンジ接続道路の整備 

交流幹線道路網の整備 

地域分断・交通のボトルネックの解消 

都市景観の保全と創造 

国際競争力の強化に向けた空港政策の充実 

京浜臨海部における道路・鉄道の整備促進 

相模連携軸整備の推進 

国際観光地箱根振興の推進 

みなとまちづくりの推進 
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(1) 計画の進行管理と数値目標 

ア 政策のマネジメント・サイクル 

計画を着実に推進し、進行管理を行っていくためには、実施計画に示した施策の実施状況

について政策評価を行い、その評価に基づき政策運営の改善を図る「政策のマネジメント・

サイクル」を確立し、効率的･効果的な政策運営を行うことが必要です。 

  そこで、県では、次のようなしくみにより、政策運営を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年度のサイクル 

３年目 

DO (実施)

3計画推進編120423修正ページのみの修正済み.pdf   11 12/04/23   14:08



 

イ プロジェクトの数値目標一覧 

プロジェクトについては、その達成度を測る数値目標を設定し、毎年度の評価を行います。

評価に当たって、様々な角度からプロジェクトの達成状況を検証していくため、複数の数値

目標を設定しています。  

 

 

１ かながわスマートエネルギー構想の推進 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２ エネルギー関連産業の集積促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー関連産業は、今後の大きな成長が見込まれる分野であり、県内産業の活性化を図るためには、エネルギー関

連分野の事業創出を促進することが重要です。そこで、新たにエネルギー関連ベンチャーの事業化支援に取り組むこと

により毎年３件程度の事業化を実現し、2014年に10件とすることを目標としています。

【現状(2011年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

－ ３件 ６件   10件 

エネルギー関連ベンチャーの事業化件数(累計) 

柱柱ⅠⅠ  神神奈奈川川かかららののエエネネルルギギーー政政策策のの転転換換  

県内には高い技術力を持つ中小企業が集積しており、その高い技術を生かして産学公の技術連携を進めることにより、

新たな成長分野への参入を促進し、成長企業へと転換していくことが重要です。そこで、産業技術センターのコーディ

ネートによるエネルギー・環境関連の技術連携件数がこれまで毎年５件程度増加している実績から、取組みを強化する

ことにより毎年７件実現し、2014年に30件とすることを目標としています。

【現状(2010年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

５件 16件  23件   30件 

エネルギー・環境関連の技術連携件数(累計) 

エネルギー関連産業は、今後の大きな成長が見込まれる分野であり、県内産業の活性化に向けて、その集積を図ること

が重要です。そこで、企業誘致施策「インベスト神奈川2ndステップ」を活用してエネルギー関連企業の誘致に取り組

み、これまで２年間で６件を誘致した実績を上回る誘致を実現し、2014年までに18件とすることを目標としています。

 

【現状(2011年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

６件  10件 14件   18件 

エネルギー関連企業の誘致件数（累計） 

原子力発電所事故で失われた電力を補い、安全･安心なエネルギーを安定的に確保するためには、再生可能エネルギー

等の普及や省エネの取組みが重要です。そこで、県内電力消費量（2009年の約502億kWhを基準）に対する再生可能エネ

ルギー等による発電量と省エネによる電力消費量の削減を加えた割合を、かながわスマートエネルギー構想で掲げた

2020年に20％以上の水準まで高めるという目標の実現に向け、2014年に10％程度とすることを目標としています。 

【現状(2009年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

約2.3% － － 10%程度 

県内の電力消費量に対する再生可能エネルギー等の導入などの割合 

※ 数値目標に設定した統計が隔年おきである場合など、数値が設定できない年については、「－」を表示し

ています。 

※ 毎年の数値を累計する数値目標については、指標名の後に(累計)と記載しています。また、年度ではなく

１月～12月の暦年で把握する指標については、指標名の後に(暦年)と記載しています。 

（産業活性課調査） 

（産業技術センター調査） 

（産業立地課調査） 

地域からの電力供給量の拡大を図るためには、県内への導入ポテンシャルが高い太陽光発電の普及を促進することが重

要です。そこで、住宅、公共施設への設置促進、メガソーラーの整備や誘致などに取り組み、県内の太陽光発電の設備

容量を、県内への設置ポテンシャルを考慮して、2014年に約195万kWとすることを目標としています。 

【現状(2010年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

約13万kW － － 約195万kW

県内の太陽光発電の設備容量（累計） 

（太陽光発電推進課調査） 

（太陽光発電推進課調査） 
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柱Ⅱ 災害に強く安全で安心してくらせるまちづくり    

３ 津波被害を軽減する対策の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４ 大規模災害などに備える災害対応力の強化 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

５ 犯罪や事故のない安全で安心なまちづくり 

 

 

 

 
 

 

柱柱ⅡⅡ  災災害害にに強強くく安安全全でで安安心心ししててくくららせせるるままちちづづくくりり  

安全で安心してくらせる地域社会を実現するためには、ひったくりや振込め詐欺などの県民に身近な犯罪や不安を与え

る凶悪犯罪の抑止、検挙などを推進し、治安満足度を向上させていく必要があります。そこで、刑法犯認知件数を減少

させるとともに、「犯罪や交通事故がなく安全で安心して暮らせること」に関する満足度を、2014年までに過去最高の

数値である2007年の26.7％を上回る、27％とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

22.3％ 23％ 25％  27％ 

「犯罪や交通事故がなく安全で安心して暮らせること」に関する県民意識 

東日本大震災の教訓から､津波から県民のいのちを守るためには､津波避難に関する県民の意識を高めることが重要です。

被災地における避難行動に関する国の調査では､「地震が起こった直後に避難した」と回答した人は57％でしたが、そう

した行動が周囲の人の避難を促し、いのちを救いました。そこで､「海岸近くで地震に遭った場合にすぐに避難する」意

識を持つ人の割合を2012年に50％とし、その後、毎年５％ずつ増やして、2014年に60％とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】    【2013年】     【2014年】

39.7％ 50％ 55％  60％ 

「海岸近くで地震に遭った場合にすぐに避難する」意識を持つ人の割合 

地震による死者数の多くが住宅などの倒壊によるものであり、大規模災害などから県民のいのちを守るためには、住宅の耐

震化を促進することが重要です。そこで、住宅の耐震化率を90％（2008年時点では86％）とすることをめざして、県の支援

により耐震化された民間木造住宅の戸数を、2014年に延べ7,200戸とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】     【2013年】      【2014年】 

1,637戸 4,000戸 5,600戸 7,200戸 

県の支援により耐震化された民間の木造住宅の戸数（累計）

近年、局地的・突発的な豪雨が頻繁に発生し、自然災害に対する都市の安全性の向上が課題となっており、特に本県には

都市部における急傾斜地が多く存在し、急傾斜地の崩壊対策が急務になっています。そこで、都市部を中心とした重点整

備地域における急傾斜地崩壊防止施設の整備率を、近年の整備実績と同水準の毎年１％ずつ増やし、2014年に61％とする

ことを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

 58％  59％  60％  61％ 

急傾斜地崩壊防止施設の整備率（重点整備地域） 

東日本大震災では、津波により多くの人々が犠牲になったことから、県民のいのちを守るためには、日ごろより津波か

ら迅速に避難できるようにしておくことが大切です。そこで、新たな津波浸水予測図を踏まえた住民参加による津波対

策実動訓練を、2014年に県と相模湾沿岸の全ての市町である13市町と合同で実施することを目標としています。

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

－ １市町 ６市町  13市町 

新たな津波浸水予測図を踏まえた津波対策実動訓練を県と合同で実施する市町数 

近年、災害の多様化・大規模化、住民ニーズの変化など消防を巡る環境が変化しており、消防本部の規模を大きくして

消防の体制強化を図る消防の広域化が必要です。そこで、県からの支援を行うことにより、消防の広域化や、消防の広

域化につながる消防指令センターの共同運用に参加する市町村数を2014年に13市町村とすることを目標としています。

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

－ ８市町村 10市町村 13市町村

新たに消防の広域化や消防指令センターの共同運用に参加する市町村数（累計） 

（県民ニーズ調査） 

（消防課調査） 

（砂防海岸課調査） 

（危機管理対策課調査） 

（消防課調査） 

（県民ニーズ調査） 

津波からの避難は、迅速に安全な場所に逃げることが重要であり、沿岸部の都市公園や港湾の利用者などが、避難に時

間を要する場合に、緊急的、一時的に避難する施設を設置することが必要です。そこで、沿岸部にある県立都市公園や

県管理港湾のうち、津波避難施設の整備が必要な２公園及び３港湾に毎年計画的に津波避難施設を整備し、2014年に５

施設とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

－ １施設 ３施設  ５施設 

県立都市公園や県管理港湾に整備する津波避難施設数（累計） 

（都市公園課、砂防海岸課調査） 
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６ 高齢者が生き生きとくらせる社会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 県民が安心できる保健・医療体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱柱ⅢⅢ  いいののちちがが輝輝きき誰誰ももがが自自分分ららししくくくくららせせるる社社会会づづくくりり  

県内の自主防犯活動の参加者数は年々増加していますが、メンバーの高齢化や固定化が課題となっており、安全で安心

してくらせる地域社会を実現するためには、幅広い年齢層の参加を促進することが重要です。そこで、大学生を中心と

した若い世代向け研修会を充実することにより、若い世代の防犯ボランティアの育成数を、毎年100人、150人、200人

と増加させ、2014年に520人とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

70人 170人  320人   520人 

若い世代の防犯ボランティアの育成数（累計） 

高齢者が住み慣れた地域で安心してくらすためには、医療、福祉、介護などのサービスが切れ目なく提供され、地域で包括

的・継続的な支え合いを行う地域包括ケアを推進することが必要です。そこで、地域包括ケアの中核拠点である地域包括支

援センター（本所・支所）を、将来的には中学校区ごとに１か所程度となる約400か所設置することをめざし、2014年に380

か所とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】   【2012年】  【2013年】    【2014年】

312か所 320か所 350か所 380か所 

地域包括支援センターの設置数（累計） 

（高齢福祉課調査） 

（国立がん研究センター 

がん対策情報センター調査） 

（高齢施設課調査） 

高齢者が急速に増加する中で、高齢者に配慮した多様な住まいが求められています。そこで、福祉サービスなどが提供され

ない賃貸住宅にお住まいで介護などが必要とされる高齢者世帯数が、2014年には4,500戸と見込まれることから、サービス付

き高齢者向け住宅の登録戸数を毎年1,000戸ずつ増やし、2014年に4,500戸とすることを目標としています。 
 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

1,717戸 2,500戸 3,500戸 4,500戸 

サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数（累計） 

（住宅計画課調査） 

（保健師助産師看護師法第 

33条に基づく業務従事者届） 

（くらし安全交通課調査） 

高齢者が急速に増加する中で、心身の状態や生活環境等の状況に応じた適切なサービス基盤が提供されていることが重

要です。そこで、特別養護老人ホームへの入所が必要な人が安心してくらせるよう、2011年の実質的な入所待機者（約

4,200人）の解消をめざし、同ホームの整備床数を約5,100床増やして、2014年に34,600床とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

29,517床 30,800床 32,200床 34,600床

特別養護老人ホーム整備床数（累計） 

神奈川の看護職員数は全国的に最も低い水準となっており、医療の先進県を実現するためには、看護職員などの医療人

材を確保することが重要です。そこで、2014年の病院などに勤務する看護職員の数（常勤換算）を、第７次看護職員需

給見通し（2010年実施）において、必要な看護職員数として見通した72,400人に増やすことを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

58,973人 62,400人 － 72,400人

病院などに勤務する看護職員の数 

がんは県民の死亡原因の第１位であることから、がんについての重点的な取組みを進め、がんによる死亡を減らすこと

が求められています。そこで、高齢化など年齢構成の変化による影響を除いた死亡率（年齢調整死亡率）を用いた、75

歳未満の10万人当たりのがんの死亡数を、2004年から2014年までの10年間で20％減少させることとし、2004年の94.3人

を2014年に75.4人に減らすことを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

82.5人 79.0人 77.2人 75.4人 

75歳未満の10万人当たりのがんによる死亡数 

高齢者が健康で生きがいをもってくらすためには、生涯学習・生涯スポーツ活動に積極的に参加できる環境づくりが大切で

す。そこで、社会参画活動やスポーツ・文化活動などを行う高齢者を増やすため、日ごろの活動の成果を発表する大会であ

る「ゆめかながわシニアフェスタ」への参加者数を毎年増やし、2014年に3,900人とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

3,371人 3,700人 3,800人 3,900人 

ゆめかながわシニアフェスタ参加者数 

（高齢福祉課調査） 
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８ こころといのちを守るしくみづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 障害者の地域生活を支えるしくみづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 男女がお互いを尊重しともに活躍できる社会づくり 

 

 

 

 

 

若い人も高齢者も、病気にならずに元気で健康にくらすことができるようにするためには、県民一人ひとりの健康づく

りに関する意識を高めることが重要です。そこで、食生活習慣の改善に向けた普及啓発など病気にならないための取組

みを進めることにより、「日ごろから健康に気をつけた規則正しい生活を心がけている」人の割合が2010年から2011年

にかけて５％増加したことから、今後も毎年５％ずつ増やし、2014年に80％とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

67.6％ 70％ 75％ 80％ 

「日ごろから健康に気をつけた規則正しい生活を心がけている」人の割合 

神奈川では自殺者数は高い水準で推移しており、県民のこころといのちを守るためには、自殺を予防することが重要で

す。そこで、自殺のサインに早期に気づき、適切な対応を図る人材（ゲートキーパー）の養成数を、これまでの県や市

町村の取組状況に基づき、毎年5,000人ずつ増やし、2014年に約２倍の30,000人とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

15,000人 20,000人 25,000人 30,000人

ゲートキーパーの養成数（累計） 

未治療・医療中断の精神障害者で生活のしづらさを抱える人が、地域で希望する生活を送れるようにするためには、多

職種からなる専門チームによる訪問支援を行い、必要に応じて医療や福祉サービスにつなげることが重要です。そこ

で、専門チームによるきめ細やかな訪問支援を行う回数を、2012年の１日平均２回から2014年に３回に増やし、2014年

には累計1,800回とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

－ 500回 1,100回 1,800回 

こころのケアが必要な人に対して専門チームによる訪問支援を行った回数（累計） 

（県民ニーズ調査） 

（保健予防課調査） 

男女共同参画社会の実現には、政策や方針決定過程への女性の参画が進むことが重要です。社会の第一線で活躍する女性が増え

ていくことで、審議会等への登用にもつながります。そこで、女性のキャリアアップ支援に取り組むとともに、審議会等委員を

選出する関係団体や行政、企業に対し、男女共同参画の重要性の理解の促進と女性の積極的登用への協力を求めることなどによ

り、県及び市町村の審議会等の女性委員の割合を毎年１％ずつ増やし、2014年に35％とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

28.4％ 33％ 34％ 35％ 

県及び市町村の審議会等における女性委員の登用率 
（地方公共団体における男女共同参画

社会の形成又は女性に関する施策の

推進状況調査） 

（保健予防課調査） 

「施設・病院から地域へ」の理念のもと、障害者が地域社会において安心してくらすためには、必要なときに必要な介

護を受けられることが重要です。そこで、居宅におけるサービス提供体制の確保をめざし、ホームヘルプサービスを利

用する人の数を、市町村の見込みに基づき、2014年には14,300人とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】    【2014年】

9,861人／月 12,500人／月 13,400人／月 14,300人／月

ホームヘルプサービスを利用する人の数 

（障害福祉課調査） 

「施設・病院から地域へ」の理念のもと、障害者が地域社会において安心してくらすためには、地域に生活の場が確保されてい

ることが重要です。そこで、様々な支援を通じて、地域における住まいの場の一つであるグループホーム・ケアホームで生活す

る人の数を、市町村の見込みに基づき、2014年には6,900人とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】    【2014年】

5,136人／月 6,000人／月 6,400人／月 6,900人／月

グループホームなど地域で生活する人の数 

（障害福祉課調査） 

（障害福祉課調査） 

障害者が地域で生き生きとくらすためには、「いきがい」の一つとして、ライフステージに応じてその人らしい働き方が選

択できることが重要です。そこで、一般就労に向けた支援や福祉的就労の場の確保をめざし、福祉施設や福祉サービス事業

所で就労訓練をする人の数を、市町村の見込みに基づき、2014年には9,200人とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

5,699人／月 8,000人／月 8,600人／月 9,200人／月

福祉施設・事業所で就労訓練をする人の数 
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11 多文化共生の地域社会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 健康で豊かな人生を築くスポーツ振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業の場における男女間の格差解消に向け、管理職や役員への女性の登用を促進することが重要です。そこで、民間事

業所における女性管理職の割合が2007年から４年間で1.2％増加したことから、毎年0.4％ずつ増やし、2014年に6.2％

とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

5.3％ 5.4％ 5.8％ 6.2％ 

事業所における女性管理職の割合 

48人 130人 150人 170人 

（人権男女共同参画課調査） 

配偶者などからの暴力を防止し、被害者を支援していくためには、各市町村が基本計画を策定し、県や市町村などが連

携して取り組んでいくことが重要です。そこで、市町村に対して積極的に策定を働きかけることにより、基本計画を策

定する市町村の数を毎年３自治体ずつ増やし、2014年に17市町村とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

８市町村 11市町村 14市町村 17市町村

配偶者などからの暴力防止や被害者支援に関する基本計画の策定市町村数（累計）

（人権男女共同参画課調査） 

グローバル人材として期待される留学生が県内で就職できるようにするためには、就職機会の拡大を行っていくことが

重要です。そこで、新たに留学生と企業とのマッチング機会となる会社説明会を開催し、説明会に参加する学生数を毎

年50人ずつ増やして、2014年には2010年に県内大学・大学院を卒業した留学生（約1,400人）の３割に相当する人数が

参加することをめざし、450人とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

－ 350人 400人 450人 

留学生を対象とした会社説明会への参加学生数 

（国際課調査） 

外国籍県民の増加や定住化、また社会のグローバル化が進む中で、一人ひとりが多様な文化や民族の違いを理解し、認

め合うことが重要です。そこで、次代を担う子どもたちを中心に、多文化理解などの学習事業を総合的に進める支援拠

点である地球市民かながわプラザの利用者数を毎年2,000人ずつ増やし、2014年に306,000人とすることを目標としてい

ます。 

【現状(2010年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

299,258人 302,000人 304,000人 306,000人 

地球市民かながわプラザの利用者数 

（国際課調査） 

外国籍県民の増加や定住化が進む中で、文化や習慣の違いを越えて安心してくらせる地域社会を実現するためには、様々

な支援が重要です。そこで、外国籍県民支援者のスキルアップを目的とした研修を充実し、毎年その受講者数を20人ずつ

増やすことにより、2014年に170人とすることを目標としています。

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

外国籍県民の課題解決に向けた支援者研修の受講者数 

（国際課調査） 

多様化する県民のスポーツのニーズに対応するため、身近な地域で気軽にスポーツに親しめる環境がますます必要とな

っています。そこで、県内すべての市町村で総合型地域スポーツクラブの育成を図ることをめざし、３年間で５市町で

の育成を図り、2014年までに26市町村とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

21市町村 23市町村 25市町村 26市町村

総合型地域スポーツクラブを育成した市町村数（累計） 

生涯にわたり心身ともに健康で豊かな生活を送るためには、子どもの頃からスポーツに親しむ習慣づくりが大切です。

そこで、子どもが週３回以上のスポーツを実施する率を過去１％前後で推移した実績から毎年１％ずつ増やし、2014年

までに49％とすることを目標としています。

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

45.8％ 47％ 48％  49％ 

子どもが週３回以上のスポーツを実施する率 

（スポーツ課調査） 

（スポーツ課調査） 

48人 130人 150人 170人 
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13 子ども・子育て応援社会の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 子どもの安心のための総合的な支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 明日のかながわを担う人づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱柱ⅣⅣ  次次世世代代をを担担うう心心豊豊かかなな人人づづくくりり  

働きながら子育てする人は増えていますが、安心して子育てできる環境を実現するためには、いつでも必要な保育サー
ビスを利用できることが重要です。そこで、認可保育所の定員数を毎年3,000人ずつ増やし、2014年には、市町村のニ
ーズ調査に基づき110,000人とすることで、保育ニーズを充足していくことを目標としています。 
 

【現状(2011年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

98,736人 104,000人 107,000人 110,000人

認可保育所の定員数 

（次世代育成課調査） 

安心して子どもを出産するためには、周産期に関わる医療体制の充実が重要です。そこで、体重が少ないなどのリスク
の高い子どものいのちを守るため、県内病院のＮＩＣＵ病床数を毎年約15床ずつ増やし、2014年に国の整備指針に基づ
き算定した222床とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

173床 191床 206床 222床 

県内病院のＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）病床数（累計） 

（医療課調査） 

安心して子どもを生み育てられる社会をつくるためには、地域全体で子育てを応援する環境づくりが必要です。そこ
で、店舗や企業などが子育て中の方々に優待サービスを提供するしくみ「かながわ子育て応援パスポート」に新たに取
り組み、現に子育て家庭の外出支援に取組んでいる店舗や企業などに加え、コンビニエンスストアなども対象として、
協力施設の数を2012年の目標1,500施設から毎年500施設増やし、2014年に2,500施設とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

962施設 1,500施設 2,000施設

「かながわ子育て応援パスポート」協力施設数（累計） 

2,500施設 （次世代育成課調査） 

（子ども家庭課調査） 

次代を担う子どもたちが豊かな人間性や社会性をもって社会人として自立するためには、必要な能力や態度を育てるこ

とが重要です。そこで、すべての県立高校でキャリア教育を導入してからの３年間で、成長できたと感じる県立高校生

の割合が約３％増加したことから、毎年１％ずつ増やし、2014年に80％とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】   【2013年】      【2014年】

77.4％ 78％ 79％ 80％ 

キャリア教育により成長できたと感じる県立高校生の割合 

特別支援学校への入学を希望している児童・生徒が増加している中、今まで以上に支援を必要とする子どもたちへの教

育の充実と自立や社会参加の促進が求められています。そこで、特別支援学校高等部(知的障害部門)の卒業生の就職率

がこれまで20％台後半で推移してきたことから、毎年１％ずつ増やし、2014年に31％とすることを目標としています。

【現状(2011年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

25.2％ 29％ 30％ 31％

特別支援学校高等部（知的障害部門）の卒業生の就職率 

（高校教育企画課調査） 

（特別支援教育課調査） 

子どもの課題は複雑化･多様化しており、子どもの尊厳、いのちを守るためには、学校、家庭、地域、行政などの関係

機関が連携して支援にあたることが重要です。そこで、学校と関係機関などとの連携により、いじめ認知件数のうち状

況が改善した割合を毎年１％ずつ増やし、2014年には全国平均を上回る96%まで伸ばすことを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

91.7％ 94％ 95％ 96％ 

いじめ認知件数のうち、年度内に「状況改善」した割合 

（児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査） 

社会生活を円滑に営むうえで困難を有するすべての子ども・若者を支援するには、本人や家族などの相談に適切に対応
し、相談内容の解決に向けた取組みを進めることが重要です。そこで、青少年センターの相談機能を「子ども・若者総合
相談センター」として充実・整備し、悩みを抱える子ども・若者などがまず同センターへ相談できるよう積極的な周知を
行うことで、ここで受ける相談件数を増やし、2014年には4,000件の相談に対応していくことを目標にしています。 

【現状(2010年)】    【2012年】   【2013年】     【2014年】

2,677件 3,200件 3,700件 4,000件 

子ども・若者総合相談センターで受ける相談件数 

（青少年課調査） 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

42.6％ 45％ 50％ 55％ 

親子関係の改善などにより、児童相談所の関わりが必要なくなった児童虐待相談件数の割合

児童虐待相談の対応では、児童相談所や関係機関が連携して、子どもが安心して生活できる環境にすることが重要で
す。そこで、児童相談所が児童虐待相談として関わった親子の関係改善などの取組みにより、児童相談所の関わりが必
要なくなった件数の割合を毎年５％ずつ増やし、2014年には全体の半数を超える55％とすることを目標にしています。
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16 地域資源を活用したにぎわい拠点づくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 行ってみたい神奈川の観光魅力づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱柱ⅤⅤ  人人をを引引ききつつけけるる魅魅力力ああるる地地域域づづくくりり  

城ヶ島は、三浦半島有数の観光地として、自然景観、歴史、文化など多くの観光資源に恵まれていますが、近年の来訪

客は、大幅に減少しています。そこで、地域のにぎわいの創出に取り組み、近年減少している「城ヶ島」の入込観光客

数を３年間で３万人増やし、2014年に110万人とすることを目標としています。

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】    【2014年】

107万人 － － 110万人 

城ヶ島における入込観光客数（暦年） 

江の島は、江の島展望台等のリニューアル、新江ノ島水族館のオープンなどにより多くの観光客が訪れていますが、そ

の他の観光施設の老朽化、交通渋滞など多くの課題があります。そこで、一層の魅力アップを図り、集客力を高める取

組みを講じることで、「湘南江の島」の入込観光客数をさらに増加させて３年間で21万人増やし、2014年に705万人と

することを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】    【2014年】

684万人 － － 705万人 

江の島における入込観光客数（暦年） 

歴史的観光地である大山は、時代の変化に伴い、大山講や先導師旅館は減少傾向にあり、観光ピーク時の交通渋滞など

の課題などともあわせて、観光地としてのにぎわいに陰りが見られています。そこで、大山の魅力を再発見し、活用・

発信する取組みを講じることで、「大山方面」及び「日向方面」の入込観光客数を、３年間で４万人増やし、2014年に

107万人とすることを目標としています。 

【現状(2009年)】    【2012年】    【2013年】    【2014年】

103万人 － － 107万人 

大山における入込観光客数（暦年） 

経済状況の低迷や東日本大震災などから観光客が減少しましたが、何度も訪れたい神奈川を実現するためには、地域の

魅力を高めることが重要です。そこで、神奈川を訪れる入込観光客数が、東日本大震災以前には毎年100万人程度増加

していることから、観光魅力向上や人材育成を図ることにより、2014年に176百万人とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】   【2012年】    【2013年】    【2014年】

174百万人 174百万人 175百万人 176百万人

神奈川を訪問する入込観光客数（暦年） 

観光産業は裾野の広い産業であり、観光消費額を増加させることにより様々な産業分野への波及による地域経済の活力

の向上が期待されます。そこで、県内の観光消費額がこれまで年平均50億円の増となっていることから、オール神奈川

での観光キャンペーンやかながわ産品の販売促進などに取り組み、観光消費額を毎年百億円ずつ増やし、2014年に68百

億円とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】    【2013年】   【2014年】

66百億円 66百億円 67百億円 68百億円

観光客が県内で消費する観光消費額 

地域の商業が低迷していますが、地域を活性化するためには、地域自らが魅力づくりなどに取り組んでいくことが重要

です。そこで、新たに地域ブランド確立の取組みに対し支援することなどにより、地域において商業･商店街の活性化

に取り組む団体数を毎年20団体ずつ増やし、2014年に県内の商店街数の約１割に当たる120団体とすることを目標とし

ています。 

【現状(2010年)】   【2012年】   【2013年】     【2014年】

25団体 80団体 100団体 120団体 

商業・商店街活性化に自ら取り組む団体数（累計） 

大涌谷は、｢箱根ジオパーク構想｣の中心的な見所で、多くの観光客が訪れていますが、観光客の利用空間が狭く、歩行

者導線などの交通環境にも課題があります。そこで、集客力を高めるための魅力アップに取り組み、箱根ロープウェイ

の乗車数及び大涌谷を経由する路線バスの年間輸送者数を、さらに増加させて３年間で６万人増やし、2014年に238万

人とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】    【2014年】

232万人 － － 238万人 

大涌谷における公共交通機関乗車数等（暦年） 

（神奈川県入込観光客調査） 

（神奈川県入込観光客調査） 

（神奈川県観光客消費動向分析調査） 

（神奈川県入込観光客調査） 

（箱根町調査） 

（伊勢原市調査） 

（商業流通課調査） 
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18 文化芸術による心豊かな神奈川づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ＮＰＯの自立的活動と協働の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 「水のさと かながわ」づくり 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20％ 24％ 26％ 28％ 

県内には多くのＮＰＯが活動していますが、協働型社会を実現するためには、ＮＰＯが自立的に活動できる環境づくり

が重要です。そこで、2012年にスタートした県指定ＮＰＯ法人制度などの周知や、活用のための支援を行うことによ

り、寄附者が税制上の優遇を受けられるＮＰＯ法人数を毎年30法人ずつ増やし、2014年には110法人とすることを目標

としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】     【2013年】       【2014年】

14法人 50法人 80法人 110法人

寄附者が税制上の優遇を受けられるＮＰＯ法人数（累計） 

（ＮＰＯ協働推進課調査） 

文化芸術は、人々がやすらぎや生きる喜びを見出すうえで欠かせないものであり、県民の関心も高いことから、文化芸

術に親しむ機会を提供することが重要です。そこで、県の代表的な施設である神奈川芸術劇場や神奈川県民ホールにお

いて、優れた文化芸術の提供や幅広いＰＲに取り組んでいくことで、利用者数の増加を図り、2014年には840,000人と

することを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】    【2014年】

691,231人 825,000人 830,000人 840,000人 

神奈川芸術劇場及び神奈川県民ホールの利用者数

（文化課調査） 

身近なところで文化芸術に親しむ機会を広げるためには、地域に密着した様々な文化芸術活動を行う団体を支援するこ

とが重要です。そこで、県内唯一のプロオーケストラであり、学校での音楽鑑賞教室なども積極的に行っている神奈川

フィルハーモニー管弦楽団の活動を支援し、県内演奏会の入場者数を毎年3,000人ずつ増やし、2014年に131,000人とす

ることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】    【2014年】

123,627人 125,000人 128,000人 131,000人 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団の県内演奏会の入場者数

（文化課調査） 

神奈川の豊かな水を地域振興に活かしていくためには、水をつくり、大切に育んできた水源地域からメッセージを発信すること

が重要です。そこで、水の恵みを実感してもらうために、宮ｹ瀬湖など水源地域で行われるイベントなどへの参加者数を、東日

本大震災までの３年間で平均８千人程度増加していることから、毎年１万人ずつ増やし、2014年に37万人とすることを目標とし

ています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

35万人 35万人 36万人 37万人 

水源地域のイベントなどへの参加者数 

良質な水を安定的に確保するためには、水源地域の森林を健全で活力ある状態に保つことが必要ですが、水源の森林エ

リアではニホンジカの過密化や私有林の荒廃が進んでいるため、適切な森林整備を行い、水源かん養など高い公益的機

能を持つ森林づくりを進めています。そこで、水源の森林エリア内の私有林のうち適切に管理されている森林の面積の

割合を2022年までに100％とするために、2014年に78％とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

68.3％ 72％ 75％ 78％ 

水源の森林エリア内の私有林で適切に管理されている森林の面積の割合 

神奈川の豊かな水を新たな観光資源として活かしていくためには、多くの人に、水に関連した観光スポットなどで水と

のふれあいを楽しんでもらうことや、その魅力を知ってもらうことが重要です。そこで、滝や湖など、水に着目した観

光スポットの入込観光客数について、2008年から2010年までの３年間で約４万人増加していることから、毎年５万人ず

つ増やし、2014年に1,115万人とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】    【2012年】  【2013年】     【2014年】

1,105万人 1,105万人 1,110万人 1,115万人

水に着目した観光スポットの入込観光客数（暦年） 

(水源地域交流の里づくり推進協議会調査) 

（神奈川県入込観光客調査） 

（自然環境保全センター調査） 

ＮＰＯと県が協働の取組みを実施するに当たっては、自律した対等な立場で事業を行い、大きな相乗効果を生み出すこ

とが重要です。そこで、協働の取組みのうち、「ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例」に定める協定

を締結し、相互評価などを行う事業の割合を、2010年の実績に基づき、毎年２％ずつ増やし、2014年に28％とすること

を目標としています。 

【現状(2010年)】  【2012年】  【2013年】       【2014年】

協定締結・相互評価などを実施したＮＰＯと県との協働の取組みの割合 

（ＮＰＯ協働推進課調査） 20％ 24％ 26％ 28％
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21 神奈川の自然環境の保全と活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 持続可能な環境配慮型社会づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 競争力の高い産業の創出･育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱柱ⅥⅥ  神神奈奈川川ののポポテテンンシシャャルルをを生生かかししたた活活力力創創出出  

県内製造業の９割以上は中小企業であり、産業競争力の強化のためには中小企業の技術力の向上が重要です。そこで、

県産業技術センターの支援などを受けて中小企業が開発し、活用されている独創的技術の件数が、これまで、毎年５件

程度増加していることから、取組みを強化することにより毎年10件ずつ増やし、2014年に100件とすることを目標とし

ています。 

【現状(2010年)】   【2012年】      【2013年】       【2014年】

70件 80件 90件 100件 

神奈川発独創的技術の開発件数 

起業プロジェクトを早期に事業化し、拡大していくためには、事業者と県内に集積する企業や大学、研究機関などとの

連携により事業化を支援する産学公ネットワークを拡充・強化していくことが重要です。そこで、これまでのライフサ

イエンス分野での取組みに加え、新たに環境関連分野にも取り組み、産学公ネットワークを構成する団体の数を毎年30

団体ずつ増やし、2014年に400団体とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】   【2012年】    【2013年】     【2014年】

289団体 340団体 370団体 400団体 

産学公ネットワーク構成メンバー数 

地域産業全体を活性化し、競争力を高めるためには、企業の新規立地や県内企業の再投資を促進することにより、成長

産業の集積を図ることが重要です。そこで、企業誘致施策「インベスト神奈川」による５年間の誘致実績である132件

をもとに、2010年にスタートした「インベスト神奈川2ndステップ」を活用して県内に誘致する企業の件数を、経済が

低迷する中にあっても、2014年までにほぼ同水準の120件とすることを目標としています。 

 

【現状(2010年)】  【2012年】   【2013年】     【2014年】

21件 70件 95件 120件 

企業誘致件数（累計） 

（産業活性課調査） 

（産業技術センター調査） 

（産業立地課調査） 

減少を続ける都市部のみどりの確保や荒廃する森林の保全により、豊かな自然環境を次世代に継承するためには、様々

な主体が協力して緑地の保全や活用などを進めていくことが重要です。そこで、こうした継続的な取組みを進めること

で、2015年に49.1％とするために、県内のみどりの面積の割合を３年間で1.3％増やし、2014年に47.8%とすることを目

標としています。 

【現状(2010年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

46.5％ 46.6％ 47.0％ 47.8％ 

県内のみどり（緑地）の面積の割合 

多様な生物を育み、生活文化を伝承する場など、里地里山の多面的機能の発揮と次世代への継承を図るためには、里地

里山の保全活動を着実に進めることが重要です。そこで、里地里山の保全に取り組む団体の数について、2008年の条例

制定から2010年までに９団体が保全活動を開始したことから、今後、地域選定が行われていない市町村に積極的に働き

かけを行い、新たに13団体増やし、2014年に22団体とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

９団体 18団体 20団体 22団体 

里地里山の保全に取り組む団体の数（累計） 

（自然環境保全課調査） 

（農地保全課調査） 

二酸化炭素の排出抑制を効果的に進めるためには、県内で排出される二酸化炭素の約８割を占める事業活動への対策が

重要です。そこで、2010年度から運用している「事業活動温暖化対策計画書制度」に基づき大規模排出事業者から提出

された初年度の排出削減率が前年度比1.28％であったことから、これを上回る前年度比削減率1.3％を３年間維持する

ことを目標としています。 

【現状(2010年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】

1.28％ 1.3％ 1.3％ 1.3％ 

大規模排出事業者から排出される二酸化炭素の前年度比削減率 

（地球温暖化対策課調査） 

（資源循環課調査） 

廃棄物を削減するためには、県民一人ひとりが３Ｒ（発生抑制・再使用・循環的利用）の意識を高め、家庭や地域におい

て排出抑制等に取り組むことが重要です。そこで、家庭から排出される生活系ごみについて、身近でわかりやすい一人一

日当たりの排出量を減少させることとし、県内市町村が、生活系ごみに関する一般廃棄物処理計画に掲げた削減目標を

踏まえ、３年間で約25グラム減らして、2014年に706グラムとすることを目標としています。 

730ｸﾞﾗﾑ 716ｸﾞﾗﾑ 711ｸﾞﾗﾑ 706ｸﾞﾗﾑ

生活系ごみ一人一日当たりの排出量 

【現状(2009年)】   【2012年】  【2013年】     【2014年】
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24 産業人材の育成と就業支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 神奈川を世界にアピールする国際戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求職者を着実に就職に結びつけるためには、企業などが求める職業能力を身につけることが重要ですが、厳しい雇用情

勢が続き、職業技術校生の就職率も低下しています。そこで、企業や求職者のニーズに応じた人材育成に取り組むとと

もに就職支援の充実を図ることにより、職業訓練を受けた職業技術校生の就職率を2014年まで毎年１％引き上げ、世界

的な経済危機の影響を受けて雇用情勢が急激に悪化する以前の水準である88％とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】  【2012年】  【2013年】     【2014年】

85.2％ 86％ 87％ 88％ 

職業技術校生の修了１年後の就職率 

新規学卒者など若年者の就職率の低迷が続いており、将来を担う若者が希望する就職先に進路決定できるよう、支援し

ていくことが重要です。そこで、かながわ若者就職支援センターにおいて、カウンセリングや就職活動支援セミナーな

どを工夫して実施することにより、キャリアカウンセリングなどの就業支援を受けた人の進路決定者数を毎年30人ずつ

増やし、2014年に1,710人とすることを目標としています。 

 

【現状(2010年)】  【2012年】  【2013年】     【2014年】

1,620人 1,650人 1,680人 1,710人 

かながわ若者就職支援センターで就業支援を受けた人の進路決定者数 

障害者の雇用環境は厳しく、県内の民間企業における障害者の雇用率は、法定雇用率を下回っていますが、一人ひとり

の障害特性に応じたきめ細かな就業支援により、就業や職場定着を促進することが重要です。そこで、障害者の雇用率

を2014年に法定雇用率の1.8％とすることを目標としています。

【現状(2011年)】  【2012年】  【2013年】     【2014年】

1.56％ 1.64％ 1.72％ 1.80％ 

障害者の雇用率 

経済のグローバル化が進む中で、神奈川の競争力を高めるには、神奈川を世界に広め、海外から投資や人を呼び込むこ

とが重要です。そこで、東日本大震災などの影響により、進出意欲が低下する中にあっても、海外プロモーションなど

を強化することにより、外国企業の誘致件数を震災以前と同水準の毎年５件ずつ増やし、2014年に55件とすることを目標と

しています。 

【現状(2010年)】  【2012年】  【2013年】     【2014年】

40件 45件 50件 55件 

外国企業の誘致件数（累計） 

神奈川の強みを生かし、グローバルに人を引きつけるためには、神奈川を訪問する外国人観光客を増やすことが重要で

す。そこで、県内で宿泊する外国人宿泊者数は、これまで年間平均65万人程度で推移していることから、海外でのプロ

モーション活動を強化することなどにより約５万人増やし、2014年に70万人とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】  【2012年】  【2013年】     【2014年】

64.9万人 65万人 67万人 70万人 

外国人宿泊者数（暦年） 

中小企業では、育児休業制度などの導入が進みにくい状況ですが、ワーク･ライフ･バランスの推進などにより、誰もが

生き生きと働くことができる環境づくりを促進することが重要です。そこで、特に女性の育児休業取得率が低い従業員

100人以下の事業所に勤務する女性の育児休業取得率を約３％増やし、次回の調査が行われる2013年に、2009年調査時

の従業員300人以下と同程度となる90％とすることを目標としています。 

【現状(2009年)】  【2012年】   【2013年】     【2014年】

86.5％ － 90％ － 

従業員100人以下の事業所に勤務する女性の育児休業取得率 

（雇用対策課調査） 

（産業立地課調査） 

（働く環境に関する事業所調査） 

（厚生労働省障害者雇用状況報告） 

（産業人材課調査） 

（観光庁宿泊旅行統計調査） 

神奈川を世界にアピールしていくためには、国内外に神奈川のファンを増やしていくことが重要です。そこで、グロー

バル人材として活躍が期待される留学生や神奈川ゆかりの外国人などをネットワーク化する「かながわ国際ファンクラ

ブ」を新たに結成し、留学生支援事業やファンクラブの地域交流イベントの実施などにより、会員数を毎年300人ずつ

増やし、2014年に1,500人とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】  【2012年】  【2013年】     【2014年】

－ 900人 1,200人 1,500人 

「かながわ国際ファンクラブ」の会員数 

（国際課調査） 
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26 神奈川の特色を生かした農林水産業の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 活力と魅力あふれるまちづくりと交通ネットワークの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川は羽田空港などに近接した利便性が高い立地にありながら、みどり豊かな景観を誇る地域であり、神奈川を世界

にアピールしていくためには、国際会議や国際交流イベントなどを積極的に誘致し、交流を図ることが重要です。そこ

で、湘南国際村での国際会議や国際交流イベントなどの開催件数を現状の３倍となる26件増やし、2014年に35件とすること

を目標としています。 

【現状(2011年)】   【2012年】    【2013年】     【2014年】

９件 20件 25件 35件 

湘南国際村での国際会議や国際交流イベントなどの開催件数 

地域活性化や県民生活の利便性の向上を図るためには、誰もが様々な交通手段を活用し、快適に移動できるようにする

ことが重要です。そこで、道路や鉄道などの交通ネットワークの整備を着実に推進することにより、「通勤・通学、買

い物など日常生活のための交通の便がよいこと」に関する県民ニーズ調査の満足度を高め、３年間で約10％増やして

2014年に60％とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】   【2012年】  【2013年】    【2014年】

50.7％ 54％ 57％ 60％ 

「通勤・通学、買物など日常生活のための交通の便がよいこと」に関する県民意識 

慢性的な交通混雑を解消し、交通利便性の向上や経済の活性化を図るためには、より一層、交通ネットワークの充実を図

るとともに、自動車専用道路にスムーズにアクセスできるなど、県内外の交流連携を図ることが重要です。そこで、さが

み縦貫道路などの整備を着実に推進することにより、インターチェンジまでの距離が５km以内の地域の割合を３年間で約

10％増やして2014年に90％とすることを目標としています。 

 

【現状(2011年)】   【2012年】    【2013年】    【2014年】

81％ 87％ 87％ 90％ 

インターチェンジまでの距離５km以内の地域の割合 

農林水産業の担い手の高齢化が進む中で、安全・安心な食を提供して地産地消を進めるためには、新たな担い手を確保

することが重要です。そこで、県農業技術センターなどの支援により、農林水産業への新たな就業者を毎年度10人ずつ

増やし、農林水産物の安定供給を図るために必要な新たな就業者数を2014年に100人とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】  【2012年】   【2013年】    【2014年】

74人 80人 90人 100人 

農林水産業への新たな就業者数 

森林の持つ多様な機能を維持していくためには、林業を再生して、森林整備により発生する間伐材を搬出し、活用する

ことが重要です。そこで、将来的に林道から200m以内の「木材資源を循環利用するゾーン」内の森林資源を最大限活用

することをめざして、毎年段階的に木材生産量（スギ・ヒノキ）を増やしていくこととし、2014年には30,000㎥まで増

やすことを目標としています。 

【現状(2010年)】  【2012年】   【2013年】    【2014年】

15,664㎥ 23,500㎥ 26,500㎥ 30,000㎥

県内産の木材生産量（スギ・ヒノキ）の増加 

日本発の革新的な医薬品・医療機器を世界に展開していくためには、新たな医薬品や医療機器の承認手続きの時間短縮

や国際ネットワークを活用した取組みが重要です。そこで、2011年に新たに認定された京浜臨海部ライフイノベーショ

ン国際戦略総合特区における取組みを着実に推進することにより、外部地域から医薬品や医療機器の研究開発を受注す

る品目数を2014年に10件とすることを目標としています。 

【現状(2011年)】  【2012年】   【2013年】    【2014年】

－ － － 10件 

国際戦略総合特区における外部からの新たな研究開発受注品目数 

（特定政策推進課調査） 

（就農参入支援課、森林再生課、

水産課調査） 

（道路企画課調査） 

（かながわ農林水産ブランド戦略課、

森林再生課調査） 

水産資源が減少する中で、今後も持続的に資源を利用していくためには、小型魚の保護や休漁などを行って、資源を適

正に管理していくことが重要です。そこで、県及び漁業関係団体との連携により、資源管理計画を策定する漁業協同組

合数を毎年２組合ずつ増やし、将来的に全24組合の計画策定をめざして、2014年に17組合とすることを目標としています。 

【現状(2010年)】  【2012年】   【2013年】    【2014年】

３組合 13組合 15組合 17組合 

資源管理計画を策定した漁業協同組合数（累計） 

（水産課調査） 

（特定政策推進課調査） 

（県民ニーズ調査） 
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（２） プロジェクト事業費 

 
プロジェクトの事業費は、次のとおりです。 

 

 
 

 

＜会計別＞ （単位：億円）

その他

（国庫支出金など）

3,270 1,200 1,290 780
110 90 0 20
10 0 0 10

3,390 1,290 1,290 810

＜プロジェクト別＞ （単位：億円）

 プロジェクトの柱

柱Ⅰ 神奈川からのエネルギー政策の転換 60
1 かながわスマートエネルギー構想の推進 56.6
2 エネルギー関連産業の集積促進 0.9

柱Ⅱ 災害に強く安全で安心してくらせるまちづくり 770
3 津波被害を軽減する対策の強化 22.6
4 大規模災害などに備える災害対応力の強化 735.2
5 犯罪や事故のない安全で安心なまちづくり 11.8

柱Ⅲ いのちが輝き誰もが自分らしくくらせる社会づくり 640
6 高齢者が生き生きとくらせる社会づくり 30.2
7 県民が安心できる保健・医療体制の整備 158.9
8 こころといのちを守るしくみづくり 25.2
9 障害者の地域生活を支えるしくみづくり 417.0
10 男女がお互いを尊重しともに活躍できる社会づくり 3.2
11 多文化共生の地域社会づくり 6.7
12 健康で豊かな人生を築くスポーツ振興 2.6

柱Ⅳ 次世代を担う心豊かな人づくり 530
13 子ども・子育て応援社会の推進 102.8
14 子どもの安心のための総合的な支援 48.5
15 明日のかながわを担う人づくり 383.6

柱Ⅴ 人を引きつける魅力ある地域づくり 290
16 地域資源を活用したにぎわい拠点づくり 11.4
17 行ってみたい神奈川の観光魅力づくり 6.2
18 文化芸術による心豊かな神奈川づくり 27.1
19 ＮＰＯの自立的活動と協働の推進 6.4
20 「水のさと かながわ」づくり 115.0
21 神奈川の自然環境の保全と活用 109.1
22 持続可能な環境配慮型社会づくり 12.6

柱Ⅵ 神奈川のポテンシャルを生かした活力創出 1,100
23 競争力の高い産業の創出･育成 32.9
24 産業人材の育成と就業支援の充実 67.2
25 神奈川を世界にアピールする国際戦略 2.6
26 神奈川の特色を生かした農林水産業の展開 10.9
27 活力と魅力あふれるまちづくりと交通ネットワークの充実 983.1

特別会計

企業会計

三会計合計

注）・数字は、３年間(2012～2014)のプロジェクト事業費の規模を試算したものです。
　　・プロジェクトの柱は十億円未満を、プロジェクトは一千万円未満を四捨五入しているため、合計は符合しません。

事業費
（３年間）      プロジェクト名

合計

注）・特別会計、企業会計の一般財源欄は、一般会計からの繰入金を表示しています。
    ・三会計合計欄は、プロジェクトの柱の合計額と符合します。

プロジェクト

事業費
（３年間） 県債・企業債一般財源

一般会計
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（３） 個別計画・指針 

 
  県政をより総合的、効果的に推進するためには、県政の特定の課題について、横断的・

総合的に施策展開することや、実効性の観点から重点的に取り組むことが重要です。 
こうしたことから、総合計画を補完するものとして、特定課題に対応した個別計画や指

針を策定し、総合計画の推進と整合をとりながら、その推進を図ることにより、特定課題

に対して、より柔軟で重点的な施策展開に取り組みます。 
 

〔主な個別計画・指針とその内容〕 

ここでは、各政策分野の軸となる主な個別計画・指針を整理しています。 
 
  Ⅰ  エネルギー・環境 

名    称 内        容 

「将来につなぐ、良好な環境の保全と創造」に向けて、施策の基
本的な方向を明らかにするとともに、具体的な事業展開などを示し
た環境分野の基幹的な計画です。 神奈川県環境基本計画 

(2005 年度改定：環境農政局)

将来にわたり県民が必要とする良質な水の安定的確保をめざす
ため、2007 年度から 20 年間を視野に入れた水源環境保全・再生施
策を総合的・体系的に推進するための取組みの基本的な考え方や分
野ごとの施策展開の方向性などを示した計画です。 

かながわ水源環境 
保全・再生施策大綱 

(2005 年度策定：環境農政局)

みどりの量の確保と質の向上に取り組み、生物多様性の保全と充
実をめざし、みどりの保全・再生・創出を推進することにより県土
全域における水とみどりのネットワークの形成を図るための計画
です。 

神奈川みどり計画 

(2005 年度策定：環境農政局)

温室効果ガスの削減目標や目標達成のための施策などを明らか
にした計画です。 

神奈川県 
地球温暖化対策計画 

(2009 年度策定：環境農政局)

県民や事業者がもの・資源を大切にし、廃棄物を限りなく少なく
する生活や、産業活動を営む「循環型社会」を実現するための取組
みを、県民、事業者、市町村とともに、具体的に進めていくための
計画です。 

神奈川県 
循環型社会づくり計画 

(2011 年度改定：環境農政局)
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  Ⅱ  安全・安心 

名    称 内        容 

災害に強い、安全な県土づくりを進めるとともに、県民の生命、
身体及び財産を災害から守ることを目的に、事前の対策や応急対
策、復旧・復興対策などを定めた計画です。 

神奈川県地域防災計画 
（地震災害、風水害等 
災害、原子力災害対策 

計画） 
(2009～2011 年度改定：安全防災局)

 県民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的に、石油コ
ンビナート等特別防災区域における事前の対策や応急対策などを
定めた計画です。 

神奈川県 
石油コンビナート等 

防災計画 

(2009 年度改定：安全防災局)

食の安全・安心の確保を推進するため、「生産から販売に至る各
段階における助言・指導等の推進」及び「リスクコミュニケーショ
ンの推進」を掲げて総合的かつ計画的に進める指針です。 

かながわ 
食の安全・安心の確保
の推進に関する指針 

(2010 年度変更：保健福祉局)

中長期的視点に立って消費者施策を展開していくため、「消費者
の権利の尊重と自立の支援」を基本理念に、消費者施策の重点目標
「消費者被害の未然防止と救済」や施策展開の方向、推進体制など
を定めた指針です。 

かながわ 
消費者施策推進指針 

(2005 年度策定：県民局)

 
  Ⅲ  産業・労働 

名    称 内        容 

産業・経済の一層の発展や生活の質の向上を図ることを目的とし
て、県の科学技術がめざす目標や基本的な方向などを定めた計画で
す。 

神奈川県 
科学技術政策大綱 

(2011 年度改定：政策局)

中小企業の振興に関する施策を総合的、計画的に推進するための
計画です。 

神奈川県中小企業 
活性化推進計画 

(2011 年度改定：商工労働局)

観光を通じて本県の活力の向上を図る観光立県かながわの実現
に向けて、観光をめぐる環境の変化や観光の動向などに対応した観
光振興施策を総合的、計画的に推進するための計画です。 

神奈川県観光振興計画 

(2010 年度策定：商工労働局)

2020 年度を目標年度とし、「強い農業かながわモデル」を構築す
るための施策の方向と取組みを定めた指針です。 

かながわ 
農業活性化指針 

(2011 年度改定：環境農政局)

生産者価格の低迷や水産資源の減少など漁業をとりまく環境の
変化を踏まえ、本県のめざす姿である「豊かな食を支える活力ある
水産業」と「自然と共生し県民と交流する水産業」を実現するため
の基本方向や施策展開などを定めた指針です。 

かながわ 
水産業活性化指針 

(2007 年度改訂：環境農政局)
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  Ⅳ  健康・福祉 

名    称 内        容 

すべての県民が健やかに安心してくらせる社会の実現をめざし、
良質な医療を提供する体制の確立を図るなど、保健医療施策の総合
的な基本指針を定めた計画です。 

神奈川県保健医療計画 

(2007 年度改定：保健福祉局)

県民がいつまでも健康で心豊かに過ごすことをめざし、県民一人
ひとりの健康目標を「かながわ健康づくり１０か条」として提唱し、
地域、団体、企業、学校、行政などが一体となって県民健康づくり
運動を推進するための計画です。 

かながわ 
健康プラン２１ 

(2007 年度改定：保健福祉局)

「ともに生き支えあう社会づくり」をめざす地域福祉の推進に向
けて、県の施策の方向性や具体的な取組みを示し、市町村地域福祉
計画の推進などを支援するための計画です。 

神奈川県 
地域福祉支援計画 

(2009 年度改定：保健福祉局)

「高齢者が安心して、元気に、いきいきと暮らせる社会づくり」
の実現をめざすことを普遍的な目標として、高齢者が住み慣れた地
域において、できるだけ健康で自立して生活することができるよう
に、介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、神奈川らしい高齢
者保健福祉施策の総合的な推進を定めた計画です。 

かながわ 
高齢者保健福祉計画 

(2011 年度改定：保健福祉局)

障害者の状況などを踏まえた、本県における障害者のための施策
に関する基本的な計画です。 かながわ障害者計画 

(2003 年度策定：保健福祉局)

「がんにならない・負けない神奈川づくり」をめざし、がんに関
する施策の総合的な展開を図るため、予防、早期発見、医療、緩和
ケアまでを見通した中長期的ながん対策を定めた計画です。 

がんへの挑戦・ 
１０か年戦略 

(2007 年度改訂：保健福祉局)

2012年度から概ね10年先を見据え、本県の医療の現状を県民、患
者の立場からも見直し、本県医療のあるべき姿、現在の課題解決の
方向性を示すものです。 

医療の 
グランドデザイン 

(2012 年度策定予定：保健福祉局)

かながわ 
自殺総合対策指針 

総合的に自殺対策を推進するため、自殺対策の基本的な考え方、
2017年度までの数値目標を含めた自殺対策の方向性や今後、取り組
むべき重点施策などを定めた指針です。 

(2010年度策定：保健福祉局)

 
  Ⅴ  教育・子育て 

名    称 内        容 

子ども・子育て支援に関する施策の総合的な展開を図るため、子
ども・子育て支援に係る基本目標や視点、総合的な施策展開を図る
ための分野別プログラムなどを定めた計画です。 

かながわぐるみ・ 
子ども家庭応援プラン 

(2009 年度改定：保健福祉局)

未来を担う青少年の育成と自立への支援を、県民全体の理解と協
力と責任のもとで進め、青少年が自ら逞しく生きる力と思いやりの
心を育める社会づくりを推進するための道しるべとして、青少年施
策の効果的な推進を図るために定めた指針です。 

かながわ 
青少年育成・支援指針 

(2010 年度改定：県民局)
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名    称 内        容 

明日のかながわを担う人づくりを進めるため、基本理念や人づく
りの視点、施策展開の方向性などを示す指針です。 かながわ教育ビジョン 

(2007 年度策定：教育委員会)

   

Ⅵ  県民生活 

名    称 内        容 

文化芸術の振興に関して、総合的かつ長期的な目標や施策の方向
を示すことを目的として策定した計画です。 

かながわ 
文化芸術振興計画 

(2008 年度策定：県民局)

県民の皆さんが明るく豊かな生活を営むためには、運動・スポー
ツを積極的に実践したり、支えたり、また、見ることや応援するこ
とが大切であるという考え方のもと、これからの神奈川県としての
スポーツ振興のめざすすがたや主な取組みなどを示した指針です。

神奈川県 
スポーツ振興指針 

アクティブかながわ・ 
スポーツビジョン 

(2011 年度改定：教育委員会)

「人権がすべての人に保障される地域社会づくり」を着実に進め
るため、県の人権施策推進に当たっての基本姿勢や施策の方向性を
定めた指針です。 

かながわ 
人権施策推進指針 

(2003 年度策定：県民局)

男女の人権が等しく尊重され、女性も男性も、それぞれの個性と
能力が十分に発揮できる男女共同参画社会を実現するため、基本理
念や重点目標、主要施策などを定めた計画です。 

かながわ男女共同参画
推進プラン 

(2007 年度改定：県民局)

社会経済のグローバル化や地域の国際化の進展などの状況を踏
まえ、県民、ＮＰＯ、市町村、企業などと共通認識のもとに連携し
た取組みを進めるため、県の国際施策を展開するにあたっての考え
方、方向性を示すものとして定めた指針です。 

かながわ 
国際施策推進指針 

(2007 年度改定：県民局)

 
  Ⅶ  県土・まちづくり 

名    称 内        容 

神奈川県の望ましい都市の将来像を描き、その実現に向けた広域
的な都市づくりの基本方向を明らかにするとともに、重点的に進め
る広域的な取組みや土地利用、社会資本整備、市街地整備の各方針
などを定めた都市づくり分野での基幹的な計画です。 

かながわ 
都市マスタープラン 

(2007 年度改定：県土整備局)

将来の総合的な交通ネットワークの形成をめざし、神奈川におけ
る望ましい都市交通を実現するための交通施策の基本方向を示す
もので、都市づくり分野のうち交通施策に関する部門別計画です。かながわ交通計画 

(2007 年度改定：県土整備局)

本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を見据え、県
民の豊かな住生活の実現をめざし、住まい・まちづくりに関する施
策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするもので、都市づ
くり分野のうち住宅施策に関する部門別計画です。 

かながわ住宅計画 

(2011 年度改定：県土整備局)
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県民参加の概要 

 

 

 

 

 

１ 周知の方法 

 

 

 

 

 

 

２ 県民参加の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ご意見の反映状況 

   

 

 

 

 

 

 

市町村参加などの概要 

 

 

 

 

 

 

 

県民参加用冊子の配布 

県のたよりへの掲載 

ホームページでの意見募集 

対話の広場や知恵袋会議等からの意見聴取 

関係団体との意見交換 

【実施期間】 

   骨子：10 月 14 日～11 月 15 日 

    素案：12 月 16 日～１月 16 日 

【総意見数】 

    

     1,072 件(延べ件数) 

【分野別の内訳】 

分 野 意見数 

エネルギー・環境 153 件

安全・安心 182 件

産業・労働 161 件

健康・福祉 147 件

教育・子育て 120 件

県民生活 73 件

県土・まちづくり 75 件

その他 161 件

計画の策定に当たって、「骨子」「素案」のそれぞれの段階で県民参加(パブリック・コメント)

を行い、多くの県民の皆さんからのご意見・ご提案をいただきました。 

 いただいたご意見・ご提案については、可能な限り総合計画への反映に努めました。 

 県民参加のほか、市町村の職員の皆さんとの意見交換や職員参加などを行い、意見の反映に努

めました。 

皆さんからいただいたご意見・ご提案の反映状況は、次

のとおりです。 

 なお、意見への対応状況をお知らせする県民参加意見整

理台帳は、県のホームページ、県政情報センター、各地域

県政情報コーナーなどで閲覧できます。 

反映区分 意見数 

総合計画に反映しました 722 件 

ご意見のあった施策等は 

既に取り組んでいます 
56 件 

今後の政策運営の参考とします 245 件 

反映できません 49 件 

市町村等意見数      ４４０件 
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金太郎キャラクターについて
表紙や挿絵で使用している金太郎は、
かながわ子育て応援パスポートのイ
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ート」で検索できます。）
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